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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２６年３月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 平成２５年８月１４日（水） １７時３０分ごろ 

発生場所 千葉県富津
ふ っ つ

市金谷
か な や

漁港北西方沖 

富津市所在の浜
はま

金谷
か な や

港防波堤灯台から真方位３２５°１,７３０ｍ

付近 

（概位 北緯３５°１１.０′ 東経１３９°４８.３′） 

インシデント調査の経過  平成２５年８月１５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート Auto
オ ー ト

 garage
ガ レ ー ジ

 98、５トン未満 

 ２３２－３１０４６千葉、個人所有 

 ５.７６ｍ（Lr）×１.９６ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、５１.５kＷ、平成１０年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２７歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年８月８日 

  免許証交付日 平成２５年８月８日 

         （平成３０年８月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、平成２５年８

月１４日午後に富津市大貫
おおぬき

漁港を出港し、千葉県館山
たてやま

市下原
しもばら

漁港へ寄

った後、大貫漁港に向けて帰途につき、金谷漁港北西方沖を航行中、

１７時３０分ごろ船外機が停止した。 

船長は、船外機を再始動できないことから、機関が故障し、大貫漁

港に戻ることが困難であると思い、１９時３０分ごろ携帯電話で海上

保安庁へ１１８番通報して救助を要請した。 

海上保安庁では、巡視艇１隻及びヘリコプター１機を出動させると

ともに、千葉県水難救済会天羽救難所に出動を要請した。 

本船は、２０時００分ごろ来援した巡視艇に発見された後、２０時

５５分ごろ千葉県水難救済会天羽救難所救助艇にえい
．．

航され、２１時

１６分ごろ金谷漁港に入港した。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約４.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長は、本インシデントの６日前に小型船舶操縦免許証を取得して

いた。 

船長は、船舶所有者から本船を借用した際、本船の燃料油の残量が

運航に支障がない程度はある旨の説明を受け、燃料油が不足すること

はないと思い、燃料油タンクの残量を確認せずに出港した。 

本船は、本インシデント後、燃料油を補給され、船外機を始動でき

ることが確認された。 

船長ほか２人は、救助時、全員が膨張式救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、金谷漁港北西方沖を下原漁港から大貫漁港に向けて航行

中、船長が燃料油の残量を確認していなかったことから、燃料油が不

足して船外機が停止し、運航不能になったものと考えられる。 

船長は、船舶所有者から本船を借用した際、燃料油の残量が運航に

支障がない程度はある旨の説明を受け、燃料油が不足することはない

と思い、燃料油の残量を確認していなかったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が金谷漁港北西方沖を下原漁港から大貫漁

港に向けて航行中、船長が燃料油の残量を確認していなかったため、

燃料油が不足して船外機が停止したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出港前に燃料油タンクの残量を確認し、航海計画に見合った燃料

油を補給しておくこと。 

・予備の燃料油タンクを搭載しておくことが望ましい。 

・航行中は、燃料油タンクの残量が把握できるように油面計を確認

すること。 

 


